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明治学院大学学友会個人情報取扱要領 

 
2025年10月17日   常務理事会承認 

2026年 2月13日 常務理事会一括承認 

 

（目的） 

第１条 明治学院大学学友会（以下「学友会」という。）による、明治学院大学（以下、「本学」とい

う。）が収集・保有した、「学友会員の個人情報」（以下、「個人情報」という。）の利用について

は、学校法人明治学院個人情報保護基本規程（以下、「基本規程」という。）に定めるほか、本要領

によるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領における「個人情報」の定義は、次のとおりとする。 

「個人情報」とは、基本規程第2条第1号に定義する個人情報のうち、本学が収集した多項目にわた

る学友会員の個人情報であり、当該情報に含まれる学友会員ID、氏名、住所、卒業・修了年、出身学

科・専攻その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。 

（取扱・責務） 

第３条 学友会において個人情報が適正に取扱われるよう、社会連携部長を取扱責任者とする。 

２ 個人情報の提供を受けた学友会は、知り得た学友会員の個人情報を、学友会の業務を遂行するため

に必要な場合、およびこの取扱要領に定める学友会支部（以下、「支部」という）への提供以外に、

他に知らせ、または使用してはならない。その役を退いたときも同様とする。 

（個人情報提供の利用目的） 

第４条 学友会の支部に対する個人情報提供は、支部が開催する会議および各種行事の開催通知発送の

ための、支部会員の個人情報利用を目的とした場合に限る。 

２ 個人情報の提供を受けた支部は、前項の利用目的の範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならな

い。 

（個人情報提供の条件） 

第５条 学友会員の個人情報については、当該学友会員から支部への個人情報提供を停止するよう学友

会に届け出をしていない限り、学友会は支部に個人情報を提供することができる。 

（個人情報の提供項目） 

第６条 学友会から支部への個人情報の提供項目は、以下の項目とする。 

（１）学友会員ID 

（２）氏名・フリガナ 

（３）郵便番号 

（４）住所 

（５）卒業・修了年 

（６）出身学科・専攻 

（個人情報の提供方法） 

第７条 前条の個人情報は、紙の名簿または住所ラベルで提供する。 

２ 前項の名簿および住所ラベルは、複写による利用を禁止する。提供を希望する支部は、利用の都度、

学友会に申請手続きを行わなければならない。 

（個人情報提供の申請手続き） 

第８条 支部が個人情報の提供を希望する際は、原則として提供希望日の3週間前までに、所定の申請

書（様式第１）および誓約書（様式第２）を学友会に提出するものとする。 

（支部による個人情報の取得） 

第９条 支部が、学友会員本人から直接個人情報を取得する際には、基本規程第9条および第10条の「勤

務員」を「学友会員」に読み替えて適用する。 

（保管） 

第10条 第8条の申請により提供を受けた個人情報（名簿および住所ラベル）は、利用目的の達成に必

要な期間、支部に保管することができる。 

２ 支部長は、取扱責任者が許可した者以外が個人情報を閲覧できないよう制限しなければならない。 

（破棄） 

第11条 第8条の申請により提供を受けた個人情報（名簿および住所ラベル）は、利用目的の達成に必
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要な期間を経過した場合には、速やかに破棄しなければならない。また、破棄した記録を保存しなけ

ればならない。 

（情報漏えい事案等への対応） 

第12条 支部長は、情報漏えい等事案の発生または兆候を把握した場合、直ちに取扱責任者に報告しな

ければならない。 

２ 取扱責任者は、前項の報告を受け、被害拡大防止のために必要な措置を速やかに講ずるものとし、

直ちに個人情報保護事案の対応窓口（総務部）へ連絡しなければならない。 

（要領の改廃） 

第13条 この要領の改廃は、常任幹事会の議を経て、幹事会の承認を得るものとする。 

  

付 則 

１ この取扱要領は、2025年10月17日より施行する。 

２ この取扱要領は、2026年4月1日から施行する。（明治学院大学事務局職制の変更に伴う一括改正） 

  

 様式第１ 
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 様式第2 
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